
様式４

「不利益処分」基準等公開票（法律又は命令）

不利益処分名

根拠法令・条項

所  管  課 

処 分 基 準 　設定・設定できない

　※環境省の基準等とは、以下を指す。

聴聞又は弁明
の別

　適用除外

適用除外の場
合の根拠

行政手続法第13条第2項第4号に規定する「金銭を給付す
る」場合に該当するため。

聴聞・弁明の機会
の付与の区分

　　①「公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条に規定する
　　　指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準」（昭和49年8月
　　　環境庁告示第47号）

　　②「公害健康被害補償法等の施行について」（昭和49年9月環保企
　　　第110号）

　 障害の程度（等級）がいずれの等級にも該当しなくなったとき。

　障害補償費の支給の打切り

　公害健康被害の補償等に関する法律　第28条第2項

　保健所　保健医療課

（処分基準を設定
できない場合はそ
の理由）

　　障害の程度（等級）は環境庁の基準等（別紙１，２）に照らし、
　堺市公害健康被害認定審査会の意見に基づき決定する。


















